
資料４　提出図書一覧

成果物 部数 備考

１．建築（総合）

【建築（総合）基本設計図書】 5部 A3

　・設計説明書

　・仕様概要書

　・仕上概要表

　・面積表及び求積図

　・敷地案内図

　・配置図

　・平面図（各階）

　・断面図

　・立面図（各面）

　・外構図

　・全体工程表

【工事費概算書】 1部 A4ファイル

２．建築（構造）

【建築（構造）基本設計図書】 5部 A3

　・構造計画説明書

　・構造計画概要書

【工事費概算書】 1部 A4ファイル

３．電気設備

【電気設備基本設計図書】 5部 A3

　・電気設備計画説明書

　・電気設備設計概要書

【工事費概算書】 1部 A4ファイル

４．給排水衛生設備

【給排水衛生設備基本設計図書】 5部 A3

　・給排水衛生設備設計説明書

　・給排水衛生設備設計概要書

【工事費概算書】 1部 A4ファイル

５．空気調和・換気設備

【空気調和・換気設備基本設計図書】 5部 A3

　・空気調和・換気設備計画説明書

　・空気調和・換気設備設計概要書

【工事費概算書】 1部 A4ファイル

６．昇降機設備

【昇降機基本設計図書】 5部 A3

　・昇降機計画説明書

　・昇降機設計概要書

【工事費概算書】 1部 A4ファイル

①基本設計図書一覧



成果物 部数 備考

７．その他

【透視図】 5部 A3（外観2、内観2）

８．資料・提出図書

【各種技術資料】 1式 A4ファイル

【各種議事録】 1式 A4ファイル

【その他必要な図面・資料】 1部 A4ファイル

【CADデータ又は電子データ】 1式 CD-R等

※図面データはPDFデータも提出のこと

（CADデータ（sfc形式及びオリジナルデー
タ）、その他（Word、Excel、PDF等））

≪注意≫・本事業で整備する建築物ごとに設計図書を作成すること。
　　　　・「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計
　　　　　 をとりまとめる設計をいう。
　　　　・「構造」とは、建築物の構造に関する設計をいう。
　　　　・「設備」とは、建築物の設備に関する設計をいう。
　　　　・「構造」、「設備」の成果図書は「総合」の成果図書の中に含めることもできる。
　　　　・「計画説明書」には、設計主旨及び計画概要に関する記載を含む。
　　　　・「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。
　　　　・「全体工程表」には、実施設計、各種協議、申請及び工事期間を含む。



成果物 部数 備考

１．建築（総合）

【意匠図】 1式

　・建築物概要書

　・図面リスト

　・仕様書

　・仕上表

　・面積表及び求積図

　・法規チェックリスト

　・敷地案内図

　・配置図

　・平面図（各階）

　・断面図

　・立面図（各面）

　・矩計図

　・展開図

　・天井伏図（各階）

　・平面詳細図

　・部分詳細図

　・建具表

　・家具図

　・外構図

　・植栽図

　・日影図

　・サイン計画図

　・その他必要な図面等

【工事手順書】 1部 A4ファイル

【全体工程表】 1部 A4ファイル

【工事費内訳明細書】 1部 A4ファイル

【積算数量算出書】 1部 A4ファイル

【積算数量調書】 1部 A4ファイル

【建築確認申請等に必要な図書】 1部 A3二つ折

２．建築（構造）

【構造図】 1式

　・仕様書

　・図面リスト

　・構造基準図

　・土質柱伏図

　・杭伏図

　・伏図（各階）

　・軸組図

　・部材断面図

　・各部断面図

　・標準詳細図

　・部分詳細図

　・その他必要な図面等

【構造計算書】 1部 A4ファイル

【工事費内訳明細書】 1部 A4ファイル

【積算数量算出書】 1部 A4ファイル

【積算数量調書】 1部 A4ファイル

【建築確認申請等に必要な図書】 1部 A3二つ折

②実施設計図書一覧

A3二つ折製本（3部）

A3二つ折製本（3部）



成果物 部数 備考

３．電気設備

【電気設備図】 1式

　・仕様書

　・図面リスト

　・受変電設備図

　・電灯、コンセント設備図

　・動力設備図

　・構内情報通信網設備図

　・情報表示設備図

　・映像・音響設備図

　・放送設備図

　・誘導支援設備図

　・防犯設備図

　・火災報知設備図

　・構内配電線路図

　・構内通信線路図

　・その他必要な図面等

【各種計算書】 1部 A4ファイル

【工事費内訳明細書】 1部 A4ファイル

【積算数量算出書】 1部 A4ファイル

【積算数量調書】 1部 A4ファイル

【建築確認申請等に必要な図書】 1部 A3二つ折

４．給排水衛生設備

【給排水衛生設備図】 1式

　・仕様書

　・図面リスト

　・機器表

　・衛生器具設備図

　・給水設備図

　・排水設備図

　・給湯設備図

　・消火設備図

　・ガス設備図

　・屋外設備図

　・その他必要な図面等

【各種計算書】 1部 A4ファイル

【工事費内訳明細書】 1部 A4ファイル

【積算数量算出書】 1部 A4ファイル

【積算数量調書】 1部 A4ファイル

【建築確認申請等に必要な図書】 1部 A3二つ折

A3二つ折製本（3部）

A3二つ折製本（3部）



成果物 部数 備考

５．空気調和・換気設備

【空気調和・換気設備図】 1式

　・仕様書

　・図面リスト

　・機器表

　・空気調和設備図

　・換気設備図

　・排煙設備図

　・屋外設備図

　・その他必要な図面等

【各種計算書】 1部 A4ファイル

【工事費内訳明細書】 1部 A4ファイル

【積算数量算出書】 1部 A4ファイル

【積算数量調書】 1部 A4ファイル

【建築確認申請等に必要な図書】 1部 A3二つ折

６．昇降機設備

【昇降機設備設計図】 1式

　・仕様書

　・図面リスト

　・昇降機設備図

　・その他必要な図面等

【各種計算書】 1部 A4ファイル

【工事費内訳明細書】 1部 A4ファイル

【積算数量算出書】 1部 A4ファイル

【積算数量調書】 1部 A4ファイル

【建築確認申請等に必要な図書】 1部 A3二つ折

７．その他

【透視図】 3部 A3（外観2、内観2）

【地質調査資料】 1式 A4ファイル

【省エネルギー関係計算書】 1部 A4ファイル

【ライフサイクルコスト計算書】 1部 A4ファイル

【ランニングコスト計算書】 1部 A4ファイル

【リサイクル計算書】 1部 A4ファイル

【近隣説明用図面】 1部 A4ファイル

【議会説明用図面】 1部 A4ファイル

【概略工事工程表】 1部 A4ファイル

【什器備品リスト・カタログ】 1部 A3ファイル

【その他、事業に必要となる各種申請書 1部 A4ファイル

　及び届出書の写し】

【各種技術資料】 1部 A4ファイル

【各種議事録】 1式 A4ファイル

【その他必要な図面・資料】 1部 A4ファイル

【CADデータ又は電子データ】 1式 CD-R等

※図面データはPDFデータも提出のこと

（CADデータ（sfc形式及びオリジナルデータ）、そ
の他（Word、Excel、PDF等））

A3二つ折製本（3部）

≪注意≫・本事業で整備する建築物ごとに設計図書を作成すること。建築物の機能をふまえ、
　　　　　図面の加除を適宜協議するものとする。
　　　　・「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計
　　　　　 をとりまとめる設計をいう。
　　　　・「構造」とは、建築物の構造に関する設計をいう。
　　　　・「設備」とは、建築物の設備に関する設計をいう。
　　　　・「構造」、「設備」の成果図書は「総合」の成果図書の中に含めることもできる。

A3二つ折製本（3部）



提出書類 部数 備考

【竣工図（建築）】 1式 A3二つ折製本（3部）

【竣工図（電気設備）】 1式 A3二つ折製本（3部）

【竣工図（機械設備）】 1式 A3二つ折製本（3部）

【竣工図（昇降機設備）】 1式 A3二つ折製本（3部）

【竣工図（什器・備品配置票）】 1式 A3二つ折製本（3部）

【図面等が収録された電子媒体】 2部
CD-R等（CADデータ（sfc形式及びオリジナルデー
タ）、PDF）

【取扱説明書】 2部 A4ファイル

【保全に関する資料】 2部 A4ファイル

【工事記録写真】 2部 適宜（電子データを含む）

【什器備品リスト】 2部 A4ファイル

【什器備品カタログ】 2部 適宜

【竣工写真】 2部 適宜（電子データを含む）

【保証書（原本）】 1部 適宜

③完成図書一覧

≪注意≫　竣工写真の著作権等については、次の通りとする。
　　　　（ア）事業者は市による竣工写真の使用が、第三者の有する著作権を侵害するもので
　　　　　　　ないことを本市に対して保証する。事業者は、かかる竣工写真が第三者の有す
　　　　　　　る著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、または必要な措置を
　　　　　　　講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置
　　　　　　　を講ずること。
　　　　（イ）竣工写真は、本市が行う事務並びに市が認めた公的機関の広報等に無償で使用
　　　　　　　することができるものとする。この場合において、著作権名を表示しないこと
　　　　　　　ができるものとする。
　　　　（ウ）事業者は、あらかじめ本市の承諾を受けた場合を除き、竣工写真が公表されな
　　　　　　　いようにし、かつ、竣工写真が市の承諾しない第三者に閲覧、複写又は譲渡さ
　　　　　　　れないようにすること。


